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大田区立池上梅園は休憩室ができるなど整備され、新

たな名所となっています。大正時代に建てられた貴重

な建物「清月庵」を訪れました。 

元々この茶室は本門寺の山門のそば、美しい庭園の中

に建っていましたが、バブルの最盛期建築ラッシュ時

に保存運動にも関わらずマンション建築計画の中で

解体され、個人が保存、再建、大田区に寄贈したもの

です。 

建物内には太竹の柱や、竹筋のきれいな細竹細工の天

井、大きな窓など、面白い作りになっていました。 

昔ながらの風情や職人さんのこだわりを感じ取れ

る空間でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歴史的建造物の継承 

Tel&fax: 03-3750-5236 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歴史的建造物の継承 

大田・生活者ネットワークでは議会質問（2018年 3月

の予算委員会）で歴史的建造物や屋敷林を残すために、

東京都の制度「特別緑地保全地区制度」の周知を進め

るべきだと提案しました。指定されると、大切な緑を

未来に残すことが保障され、税金の優遇や管理負担の

軽減があります。地域に根づいた貴重な建物や緑は街

に潤いを与えてくれます。 

大田区内にも貴重な歴史的・文化的遺産の発見と保全、

研究を主な活動としている市民活動団体があります。 

会では、歴史的建造物の保存維持のために所有者への

協力、草むしりや片付けなどをしています。 

連絡先は、大田遺産の会 代表 野々村健三さん 

Mail: hototogisu0602@yahoo.co.jp 

  

インフォメーション 

＊OTA未来カフェ「性教育はどうあるべきか」 

助産師さんを囲んで懇談 

8/6 14：00～16：00  参加費 無料 

大田・生活者ネットワーク事務所. 

＊3.11を忘れない～3.11を風化させないために～ 

8/11（毎月 11 日）18：00～19：30 参加費 300 円

（軽食付き）大田・生活者ネットワーク事務所 

……………………………………………………… 

＊「わたくしは日本国憲法です」 

著者 鈴木篤弁護士と語ろう。 

主催 いま知っておきたい！憲法のこと 

市民集会実行委員会 

9/8 14：00～16：00 Luz大森 4階大集会室 

参加費 500円 

＊子どもの笑顔と生きる力を育む 全 2回講座 

主催 おおたっ子権利条例をつくる会 

参加費 2回とも無料 

・「遊ぶことは生きること」講師 天野秀昭さん 

9/2 14：00～16：30 キッズな大森 

・「子どもの権利を守るためにオトナに 

できること」 

講師 喜多明人さん 

9/29 14：00～16：30 キッズな大森 

OTA未来カフェ（6月 29日） 

池上梅園 清月庵見学 

多世代がともに活躍！ 

新宿区にある「ささえーる薬王寺」を訪ねました。 

名称は「支える」+「エール」という意味で、元気で

自立した高齢者を地域で支える施設です。自分の特

技を活かしてボランティアをする個人や団体がサポ

ーターとして登録する制度が新宿にはすでにありま

したが、この施設はそれらの団体が活動場所にしな

がら助け合い活動を行っています。新宿区が今、力

を入れているのは「食育」で、低栄養の高齢者が多

いことから食育ボランティアと一緒に食事作りと会

食のひとときをもつ活動の推進をはかっています。 

 

 

  

mailto:hototogisu0602@yahoo.co.jp

